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日本語版序文 
 
 
 
 この冊子は、イギリスの UKDA により刊行された Managing and Sharing Data: Best Practice For Researchers, 3rd 
Edition を日本語に翻訳したものです。 

東京大学社会科学研究所の社会調査・データアーカイブ研究センターでは、諸外国のデータアーカイブとスタッフの相
互訪問を行い、また、IASSIST(International Association for Social Science Information Service and Technology)等の学会
への参加を通じて、諸外国における社会科学データの保存と提供に関連した動向の把握に努めております。その中で、複
数のスタッフが、UKDA が発行しているこのガイドブックを入手し、その内容が有益であるという共通認識に至りました。
そこで英国の UK データアーカイブから翻訳の許可を得て、日本語版を作成することになりました。 

具体的な作業は、最初の訳を翻訳会社に依頼したのですが、その後、技術的な点を含めて私どもの方で大幅に改稿をし
ました。翻訳確認をしたのは、佐藤慶一、前田幸男、米倉佑貴の三名です。なお、英国の組織名や専門用語の確認につい
ては、東京大学大学院学際情報学府博士課程の岡澤康浩さんに手伝ってもらいました。また、翻訳レイアウトの確認等、
手間のかかる作業は前田研究室の長迫智子さんが担当してくれました。 
情報技術用語や法律用語さらには自然科学の専門用語まで多くのテクニカルタームを含む本冊子の翻訳には多くの時

間を費やしました。まだ残っている間違いもあるかもしれませんが、このガイドが、社会調査データだけでなく、広義の
学術的データの保存と提供を促進する一助となることを願っています。 

 
東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター 
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推薦の言葉 

科学的プロセスは研究データの管理と
共有によって向上する。正しいデータ
管理は、信頼できる結果検証と、既存
情報を利用した新しく革新的な研究を

可能にする。それは、公的研究助成の価値が十分に実現さ
れるためにも、重要である。 

 この素晴らしい冊子の初版以来、上記の考え方はさらに
広く認められ、かつ、研究結果の質と研究データの再利用
の両方の観点からできるだけ効率的に研究資金が投資さ
れることを願う研究資金提供者からも、より一層の支持を
受けている。米国では、米国国立科学財団が研究助成申請
書にデータ管理計画を含めるよう要求している。英国で
は、英国研究会議（RCUK）が研究データに関する声明を
準備中である。工学・自然科学研究会議（EPSRC）は、
研究データの管理とアクセスに関する方針を作成中であ
る。医学研究会議（MRC）は、研究データの管理と共有
を規定するより包括的な新しい方針を開発中である。経
済・社会研究会議（ESRC）は、長らく利用されてきた研
究データの方針とガイドラインを改訂した。 

この急速に変化する環境を前提に、英国情報システム合同
委員会（JISC）は、このような要求事項に研究者が応じる
ことを支援すること、並びに、正しいデータ管理と共有を
促進することが、英国高等教育および研究の利益のための
優先事項であると見なしている。JISC は、デジタル・キ
ュレーション・センターに資金を提供しているが、同セン
ターは、この分野において国際的に認められた専門知識を
提供すると同時に、英国の高等教育への支援と指導を行っ
ている。さらに、2009 年 10 月に始められた研究データ管
理計画（MRD）を介して、JISC は、高等教育機関による
データ管理の具体的な準備、データ管理に必要となるイン
フラの開発、データの引用および刊行物との関連付け方法
の改善を支援している。また、大学院生向けの研究データ
管理の教材を開発するプロジェクトに資金提供を行って
いる。 

UK データアーカイブはこのようなイニシアチブの重要か
つ活動的なパートナーであり、かつ、密接な関係を有して
いる。実際に、このガイドの新版における改訂や追加は、
UK データアーカイブの JISC MRD プロジェクト「多くの
研究データを生み出す投資に関する経済・社会研究会議の
データ管理計画」における取り組みを介して作られた。そ
の結果、「データの管理と共有：研究者向け最良事例」は、
より一層対象を絞った実践的なものになっている。この冊
子を読む研究者は、この冊子がとても貴重なものであるこ
とに気付くだろうことを確信する。 

Simon Hodson、英国情報システム合同委員会（JISC） 

 
 
 
 

データは経済社会研究の主要な資産で
ある。研究の基盤であり、研究の最終成
果でもある。従って、特にデータの共有
と再利用が研究分野内において、さらに
は分野横断的に、ますます重要になって

いる今、研究データの品質と来歴の重要性は最優先事項で
ある。経済社会研究への資金提供において英国をリードす
る機関として、ESRC は資金提供を受けた研究の結果およ
びデータを共有する文化を広めようとしている。ESRC
は、効果的なデータ管理は高品質のデータを生み出すため
に不可欠な前提条件であり、そのデータを科学的な二次分
析に適したものにする、と考えている。よって、ESRC か
ら資金の提供を受けた研究から生まれた研究データは、適
切に管理され、さらなる研究において最大限利用されなけ
ればならない。このガイドは、研究者による効果的なデー
タ管理の一助となるであろう。 

Jeremy Neathey、経済社会研究会議（ESRC）教育・資源
責任者 

 

社会科学と自然科学にまたがる研究を
実施する地域経済土地利用（Relu）プ
ログラムを通じて、データの管理および
共有について異なる考え方と方法を持

つ、様々な研究者コミュニティが接触することになった。
同プログラムは、積極的なデータ管理方針と初の組織間デ
ータ支援サービスを開発しており、分野を超えたデータの
管理と共有の最前線にある。その始まりから、データ管理
に系統的アプローチを採用し、プログラムに所属する研究
委員会から最良の事例を参考にしている。データ支援サー
ビスは、さまざまな研究領域の研究者に適切なデータ管理
の実践と計画を教示するのに役立っている。そして、研究
者たちとの密接な関わりが、この最良事例ガイドの重要な
基礎となっている。またデータ支援サービスは、いくつか
のデータアーカイブを横断する形で分野横断的なデータ
セットを相互に関連づけながら保存するように活動を組
織化している。それらのデータは、知識ポータルを介して
アクセスできるが、複数の研究委員会がデータ、その他の
研究成果物、そして発行物を一括してアクセス可能にした
のは、初めてのことである。Relu は、プログラムレベル
戦略の組み合わせと、十分に確立されたデータ共有インフ
ラストラクチャ、そして研究者に対する積極的なデータ支
援により、研究者コミュニティに対してより広くデータを
提供できるようになることを示している。 

Philip Lowe、地域経済土地利用（Relu）プログラム責任者
 
その他の推奨団体： 
考古学データ・サービス（ADS） 
バイオテクノロジー・生物化学研究会議（BBSRC） 
大英図書館（BL） 
デジタル・キュレーション・センター（DCC） 
ヒストリー・データ・サービス（HDS） 
LSE 研究所（RLAB） 
自然環境研究会議（NERC） 
研究情報ネットワーク（RIN） 
エセックス大学 
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議） 
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序文 

このガイドの旧版以降、データの管理および共有の環境は進化している。研究資金提供者は、優先事項の中で
研究データの共有をより一層高く位置付けており、そのことは彼らのデータ共有方針と研究費申請段階におけ
るデータ管理計画の要求に反映されている。 
 
高等教育機関と支援機関によるイニシアチブは、先例に倣
い、データ共有インフラストラクチャの開発に重点を置い
ている。ツール、実践的な指針、トレーニングを介して研
究者がデータを管理および共有することを支援し、発行物
でデータの引用およびデータと刊行物との関連付けを可
能にすることで、データとその研究自体の認知度とアクセ
ス性を高める。 

正しいデータ管理は、高品質な研究データ、ひいては研究
の優秀さの基礎である。その一方、データの共有を促進し、
データの長期的な維持とデータへのアクセス性の確保も
欠かすことはできない。それがなければ、将来的にデータ
を二次分析に供することができない。 

研究データが適切に体系付けられ、文書化され、保存され、
アクセス可能な状態であり、その精度と妥当性が常に管理
されていれば、結果として高品質なデータ、効率的な研究、
確固たる証拠に基づく発見、そして時間と資源の節約がも
たらされる。研究者自身が正しいデータ管理から大きな利
益を得る。研究データの管理は研究を開始する前に計画す
るべきであり、標準的な研究上の実務に組み込まれるので
あれば、必ずしも時間や費用を付加的に大きく費やすこと
にはならない。 

データ管理の責任は第一に研究者にあるが、機関や組織は
ガイドライン、ツール、インフラストラクチャの支援枠組
みを提供することができ、また、支援スタッフはデータ管
理のさまざまな面で支援が可能である。すべての関係する
当事者の役割と責任を明確にすることがデータの管理と
共有の成功の鍵である。 

このガイドで示す情報は、広範な研究分野および研究環境
において、研究者とデータ管理者が高品質で、長期的に利
用される可能性の高い研究データを生み出す助けとなる
ことを目的としている。このガイドを作成するための専門
知識は、学際的な地域経済土地利用（Relu）プログラムの
データ支援サービス、経済・社会データ・サービス（ESDS）、
多くの研究データを生み出す投資に関する経済・社会研究
会議のデータ管理計画（DMP-ESRC）プロジェクトから提
供されている。これらのすべてのイニシアチブは、自然科
学、社会科学、人文科学の数多くの研究者との緊密なやり
取りを伴っている。 

UK データアーカイブは、自然環境研究会議（NERC）、
NERC 環境生命情報学センター（NEBC）、生態・水文セン
ター（CEH）の環境情報データ・センター（EIDC）、大英
図書館（BL）、研究情報ネットワーク（RIN）、考古学デー
タ・サービス（ADS）、ヒストリー・データ・サービス（HDS）、
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス研究所、ウェル
カム・トラスト、デジタル・キュレーション・センター、
ナオミコーン著作権コンサルタント、そして、地域コミュ
ニティ委員会のデータ管理専門家によるガイドの審査、お
よび有意義な論評と事例研究の提供に感謝の意を表する。 

第 3 版は、英国情報システム合同委員会(JISC)、地域経済
土地利用(Relu)プログラム、UK データアーカイブから資金
提供を受けた。 

この冊子体のガイドを補完する詳細かつ実践的な情報は、
UK データアーカイブのウェブサイトから入手できる。 

UK データアーカイブは、データの管理および共有に関す
るトレーニングとワークショップ、さらにメール
datasharing@data-archive.ac.uk を介したアドバイスを提
供している。 

www.data-archive.ac.uk/create-manage 
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研究から生み出されたデータは、将来の科学および教育のために利用・再利用できる貴重な資源である。デー
タの共有は、新しい科学研究を容易にし、データ収集の重複を防ぎ、教育とトレーニングのための豊かな現実
の資源を提供する。 
 
なぜ研究データを共有するのか？ 

一般的に研究データは作成に多大な時間と費用を必要と
する貴重な資源である。多くのデータは、もとの研究での
利用を越えた大きな意味を持っている。 

研究データの共有は以下の効果を持つ。 

・ 科学的な研究と議論を促進する。 
・ 研究の革新と潜在的な新しいデータの利用を推進する。 
・ データ利用者とデータ作成者の新たな協力をもたらす。 
・ 透明性と説明責任を最大化する。 
・ 研究結果の検証を可能にする。 
・ 研究方法の向上と妥当性の確認を促進する。 
・ 重複データ収集の費用を削減する。 
・ 研究の影響力と認知度を高める。 
・ データを作成した研究とその結果を広める。 
・ 研究結果自体として研究者の直接的な貢献を示すことができ

る。 
・ 教育とトレーニングに重要な資源を提供する。 

デジタルデータの保存、配布、並びに、オンラインで利用
者がアクセスできるようにすることは容易であるため、数
多くの機関が研究データを共有し、各自の研究の影響力と
認知度を高めることを望んでいる。 

研究資金提供者 
公的な研究資金提供者は、公的資金を受けた研究データは
できる限り科学界に提供するべきであるという経済協力
開発機構（OECD）からの指針に従っている 1。多くの資
金提供者は研究データ共有方針を採用しており、研究者に
データと結果の共有を義務付ける、または、奨励している。
データ共有方針は、研究者がデータに基づく結果を発表す
るために理に適った期間は独占的にデータを使用するこ
とを認めることが多い。 

英国において、経済・社会研究会議（ESRC）、自然環境研
究会議（NERC）、英国学士院といった資金提供者は、研究
者に対し、資金提供を受ける研究で得られたすべての研究
データを指定のデータ・センター、UK データアーカイブ
および NERC データ・センターに提供するよう義務付けて
いる。バイオテクノロジー・生物化学研究会議（BBSRC）、
医学研究会議（MRC）、ウェルカム・トラストは、同様の
データ方針を定めており、できる限り制限を少なくしなが
ら研究者に研究データを時宜に適った方法で共有するよ
う奨励している。異なる分野にまたがる地域経済土地利用
プログラムなど、複数の機関から資金提供を受ける研究プ
ログラムも、データの共有を義務付ける場合がある 2。 

研究会議は、データ・インフラストラクチャとデータ支援
サービスに等しく資金を提供し、それぞれの対象領域にお
いて、データの共有を容易にする。例えば NERC データ・
センター、UK データアーカイブ、経済社会データ・サー
ビス、MRC データ支援サービスなどの活動である 

さらに、BBSRC、ESRC、MRC、NERC、ウェルカム・ト
ラストは、新しい研究データを生み出すプロジェクトの資
金調達申請の一部としてデータの管理と共有の計画を要
求している。これにより、研究者が研究中および研究後の
データ管理方法を適切に計画し、データの最も適切な共有
が行われることを確実にする。 

学術誌 
学術誌は、刊行物の基礎となるデータが、共有される、あ
るいは、アクセス可能なデータベースまたはリポジトリに
寄託されることを、従前にまして、要求している。同様に、
研究データに独自のデジタルオブジェクト識別子（DOI）
を割り当てる DataCite のような登録の活動が、科学者が
各自のデータを引用、追跡、発見可能となるように支援を
行っている。それらの活動により、研究データが、そのデ
ータに基づく発行物とともに、研究者の科学的成果の一部
を形成していることを明確にしている。 

 学術誌とデータ共有 

 

地球科学・環境データ公開ネットワーク
（PANGAEA）は、さまざまな学術誌の
ためのオープンアクセスリポジトリであ
る 3。寄託された各データセットに DOI
を付与することで、データセットは固有
の永続的な識別子を獲得し、参照対象と
なるデータを対応する論文と直接的にリ

ンクすることができる。例えば、PANGAEA とエルゼビア社
は、PANGAEA に寄託された研究データと、エルゼビア学術
誌における対応する論文との相互リンクを持っている。 

ネイチャー誌は、出版の条件として、できれば公開リポジト
リで、データと資料を読者が閲覧できるようにすることを著
者に要求する方針を採っている 4。該当する研究分野固有の
リポジトリが提案されている。データの基準、整合性、フォ
ーマットに関する仕様も提供が可能である。 

例えば、小分子結晶構造に関する研究について、著者は
データと資料を結晶情報のアーカイブと配布の標準フ
ァイル構造である結晶情報ファイルとしてケンブリッ
ジ結晶構造データベース（CSD）に提出する必要がある。
原稿の出版後、寄託された構造は CSD に登録され、善
意の研究者はそこから自由に取り出すことができる。
CSD は同様の預託契約を他の多くの学術誌と交わして
いる。 
 
 
 
 
 



 
 

  
 データの共有 – その理由と方法 

 

4

どのようにデータを共有するのか？ 

研究データを共有するさまざまな方法がある。例えば、 

・ 専門のデータ・センター、データアーカイブ、データバンク
に寄託する。 

・ 刊行物の補助材料として、学術誌に提出する。 
・ 組織リポジトリに預ける。 
・ プロジェクトまたは組織のウェブサイトを介してオンライン

で提供する。 
・ 非公式にピアツーピアベースで研究者間の利用を可能にする。 

データを共有するこのような方法には、それぞれメリット
とデメリットがある。データ・センターは提出されたすべ
てのデータを受け入れることができない可能性がある。組
織リポジトリはデータの長期的管理や非常に複雑な研究
データに対する支援ができない可能性がある。ウェブサイ
トは往々にして持続可能性のほとんどない短期的なもの
である。 

データ共有に対するアプローチは研究環境および研究分
野に従って変化する可能性がある。何故ならば、それぞれ
の分野でデータの形式や特性が異なるからである。 

専門のデータ・センターにデータを預けることのメリット
として、以下がある。 

・ データが設定された品質基準を満たすことが確証される。 
・ 標準化されたアクセス可能なデータフォーマットでデータを

長期的に保存する。ソフトウェアのアップグレードや変更に
よって必要な場合はフォーマットの変換が行われる。 

・ 必要であればアクセスを制限することのできる安全な環境で
データの安全性を維持する。 

・ 定期的にデータがバックアップされる。 
・ データカタログを介して、データがインターネット上の資源

探索対象となる。 
・ 一般的なフォーマットでデータにアクセスできる。 
・ データについての権利を認証する認可処理。 
・ データの所有権を明示する標準化された引用方式。 
・ 多くの利用者にデータを配布する。 
・ データの二次利用の監督。 
・ データ所有者に代わってデータへのアクセスを管理し、利用

者からの問い合わせに対応する。 

通常、従来のアーカイブのようなデータ・センターは、保
存するデータを評価および選択するために特定の基準を
適用する。 

 
 
 
 

 

 

研究データ・センターの例 
 
南極環境データ・センター 
考古学データ・サービス 
バイオメディカル・インフォマティクス研究ネットワーク・
データ・リポジトリ 
英国大気データ・センター 
大英図書館サウンド・アーカイブ 
英国海洋データ・センター 
ケンブリッジ結晶学データ・センター 
経済・社会データ・サービス 
環境情報データ・センター 
欧州バイオインフォマティクス研究所 
学術寄託・抽出のための地理空間リポジトリ 
ヒストリー・データ・サービス 
赤外線宇宙天文台 
英国生物多様性ネットワーク 
英国地球科学データ・センター 
NERC 地球観測データ・センター 
NERC 環境生命情報学センター 
海底岩石試料分析データベースサイト 
地球科学・環境データ公開ネットワーク（PANGAEA） 
Scran 
オックスフォード・テキスト・アーカイブ 
UK データアーカイブ 
UK 太陽系データ・センター 
ビジュアル・アート・データ・サービス 



 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

データ管理計画 
 
  高品質で持続可能な共有できるデータを作成する事前計画 
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データの管理と共有の計画は、研究を企画するときに、研究プロセスにおいてどのようにデータを管理し、そ
の後より広い研究コミュニティでどのようにデータを共有するかを、研究者が考慮するのに役立つ。 
 
この数年間、英国および世界中の数多くの研究資金提供者
は、それぞれのデータ方針において、データの管理と共有
に関する計画を、研究資金調達申請の一部とすることを要
求するようになった。英国の例として、英国バイオテクノ
ロジー・生物科学研究会議（BBSRC）5、経済・社会研究
会議（ESRC）6、医学研究会議（MRC）7、自然環境研究
会議（NERC） 8、ウェルカム・トラスト 9がある。 

各資金提供者は個別に計画内容に関する必要条件を定め
ているが、共通する部分は以下のとおりである。 

・ 研究でどのようなデータが作成されるか 
・ メタデータ、基準、品質の保証手段 
・ データ共有の計画 
・ データ共有に関する倫理的および法的問題と制限 
・ データの著作権および知的財産権 
・ データの保存とバックアップの手段 
・ データ管理の役割と責任 
・ 必要な費用または資源 

このガイドでは、これらすべての項目について、最良事例
のアドバイスを見つけることができる。 

データ管理計画を策定するとき、研究者にとって非常に重
要となるのは、各自の研究データを共有するために何がで
きるのか、データの共有を制限または禁止する可能性があ
るものは何か、そしてそのような制限を取り除くために何
らかの方法を講じることができるかを慎重に評価するこ
とである。 

データ管理計画は、モデルテンプレートから標準化された
テキストを貼り付けるような単なる管理業務と考えるべ
きではない。それは、データ管理策を研究の初期から実行
する明確な意思を持たず、またはデータの共有に本当に何
が必要なのかを考えずに、実行できるものではない。 

研究におけるデータ管理計画の主要課題 

・ 研究者自身が、研究対象者、共同研究者、研究資金提供者、
研究機関に対して有する、研究データに関する法的、倫理
的、およびその他の責任を理解すること。 

・ 適正な実践方法を一貫した方法で遂行すること。 
・ 研究における関係者に役割と責任を割り当てること。 
・ 研究の必要性および目的に従ってデータ管理を設計する

こと。 
・ データ管理方法を研究サイクルの不可欠な部分として盛

り込むこと。 
・ 研究の進展および審査の一環として、研究期間全体にわた

り、データ管理を実行すると同時に、その内容を再検討す
ること。 

 

データ共有にとって大きな制約となるのが、研究者の時間
の制約である。特に研究の終盤に向けて、出版と継続的研
究資金の獲得のために研究者は、多くの時間を割かねばな
らない。 

研究サイクルにおいて、そのような場合、時期を逸したデ
ータ管理・共有の実行費用は法外に高くなることがある。
研究の計画および策定段階におけるデータ管理方法の実
行により、その後のパニックやフラストレーションを避け
ることができる。データ管理の数多くの局面を、研究上の
調整と管理のために行われる日々の作業や研究手順に含
むことができるのである。 

正しいデータ管理は計画段階で終了しない。軽微な不都合
が克服できない障害にまで大きくなる前に、必要に応じて、
問題に取り組むように実践することが肝要である。データ
の管理と共有の計画を策定した経験のある研究者は、研究
チーム内でデータの問題を考え、議論することが有益であ
ると回想している 10。 

 
  

データ管理計画 
 

 

地域経済土地利用（Relu）プログラム

は、2004 年以来、研究プロジェクトの

データ管理計画の実行については、最

先端の立場にある。 

三つの研究会議（ESRC、NERC、そして BBSRC）にお
ける最良のデータ管理と共有の実践方針に依拠して、Relu
は、資金提供の提供を受けた全てのプロジェクトがデータ
管理計画を策定および実行することを義務づけ、研究プロ
ジェクトの期間全体にわたってデータが適切に管理され
るようにしている 11。データ管理計画において、研究者は
以下を説明する。 
 
・ 既存データソースへのアクセスの必要性 
・ 研究プロジェクトで作成されるデータ 
・ 品質保証とバックアップの手順 
・ 収集されたデータの管理とアーカイブの計画 
・ データを二次分析のために提供することに関連して予

測される困難と、そのような困難を克服する方策 
・ データの著作権および知的財産権の保持者 
・ 研究チーム内でデータ管理の責任役割を担う担当者 
 
過去のプロジェクトの計画例が Relu のウェブサイト上で
開示されている 12。 
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役割と責任 

データ管理は必ずしも単に研究者の責任ではない。研究プ
ロセスにはさまざまな関係者が関与しており、データの適
正な管理と、データ共有に関するあらゆる制約を削減する
に当たっては、研究者以外も役割を担うことがある。デー
タの管理については、暗黙にではなく、明示的に役割と責
任が割り当てられることが重要である。共同研究の場合、
共同研究者全体における役割と責任の割り当てが重要で
ある。 

データの管理と共有に関わる担当者には、以下がある。 

・ 研究を計画するプロジェクトディレクター 
・ データを収集、処理、分析する職員 
・ データ収集や、データの入力、処理、分析に携わる外部の請

負業者 
・ 研究および研究資金調達に関連した業務を遂行する支援スタ

ッフ 
・ データ保存とバックアップのサービスを提供する組織内の IT

サービススタッフ 
・ データの共有を支援する、外部のデータ・センターまたはウ

ェブ・サービス・アーカイブ 
 

データ管理の費用計算 

研究を始める前に研究データ管理の費用を計算するため
には、例えば、データ管理計画に含めるため、または、資
金調達申請書の準備として、以下の 2 つのアプローチが考
えられる。 

・ データの収集から処理、分析、保管、そして共有と保存まで
のデータサイクル全体について、データに関連する活動と資
源すべての価格を定めることで、データ生成、データ共有、
保存の合計費用を計算できる。 

・ または、一次研究チームを超えて研究データを共有可能にす
るために必要となる、標準的な研究手順と実践を越える追加
費用を計算することができる。これは、（例えばデータ管理チ
ェックリストに基づいて）データを共有可能にするために必
要なすべてのデータ管理活動および段階を列挙し、その後、
必要となる人員や時間、そのために必要となるハードウェア
やソフトウェアといった物理的資源の観点から、それぞれの
活動の価格を出すことで、計算可能となる 

 

UK データアーカイブは、後者の方式でデータ管理費用計
算を行うために利用できる簡単なツールを開発した 13。 

 
 

 データ管理計画の作成 
 

 

2010 年 4 月、デジタル・キュレーショ
ン・センター（DCC）は、研究者とそ
の他のデータに関する利害関係者が大
規模研究資金提供者が義務づけた条件
に従ってデータ管理計画を作成する際
に役立つウェブベースツール、DMP オ
ンラインを開始した 14。 

研究者はこのツールを使用して、研究資金申請段階および
研究のサイクル中に、複数のバージョンのデータ管理計画
を作成、保管、更新することができる。計画はカスタマイ
ズした上で、さまざまなフォーマットにエクスポートが可
能である。資金提供者別および組織別の最良事例ガイドが
用意されている。 

このツールは、DCC の包括的な「データ管理計画用チェ
ックリスト」と研究資金提供者が義務づけた要件の分析を
組み合わせている。DCC は提携組織と協力して、分野別、
対象別のガイドをツールに組み込もうとしている。 

役割と責任 

SomnlA（Sleep in Ageing）プロジェクト：サリー大学に
よってニュー・ダイナミクス・オブ・エイジング・プログ
ラムの一部として調整されたプロジェクト、スリープイン
エイジングは、専任でデータ管理の責任者を務める研究職
員（research officer）を採用した 15。 

英国の 4 つの大学を拠点とする研究チームによる、この分
野横断的なプロジェクトは、専用の睡眠覚醒記録装置およ
び光センサーによる測定、自己記入式質問紙調査、無作為
統制臨床実験、質的インタビューに至る、広範なデータを
生み出した。 

研究職員は、このプロジェクトの研究を引き受けたほか
に、各ワークパッケージで収集された研究データの管理を
SharePoint Workspace 2010 を介して調整した。これによ
り、データおよび文書へのアクセスが管理された許可レベ
ルで行われるようになり、暗号化と自動バージョン管理が
可能になった。 

この研究職員は、すべてのデータと文書を毎日オフサイト
サーバーにバックアップする責任も担っていた。個々の研
究者自身は、他のデータ管理作業の責任を担った。 
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データの文書化 
 
 
データを理解しやすく、
使いやすくする 
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データを使いやすく、共有可能にし、かつ長期的に利用できるようにするために不可欠な要素は、そのデータ
をあらゆる利用者が理解、解釈できるようにすることである。これには、明瞭かつ詳細なデータの説明、注釈、
背景情報が必要である。 
 

データの文書化 

データの文書化とは、データがどのように作成されたか、
あるいは、デジタル化されたか、データの意味、データの
内容と構造、データに行われた可能性のあるあらゆる操作
を説明することである。データの文書化は、データの作成、
整理、管理を行うときに行うべき活動であり、データの保
存に重要である。データが利用されるときはいつでも、そ
のデータを理解するための十分な背景情報が必要である。 

正しいデータの文書化には以下の情報が含まれる。 

・ データ収集の背景：プロジェクトの履歴、目的、目標、仮
説 

・ データ収集方法：サンプリング、データ収集プロセス、調
査票あるいは使用機器、使用ハードウェアおよびソフトウ
ェア、縮尺および解像度、時間的および地理的な対象範囲、
使用した二次データソース 

・ データファイルのデータセット構造、研究事例、ファイル
間の関連付け 

・ データについて行われた検証、確認、証明、クリーニング、
品質保証の手順 

・ 最初の作成以来、データに行われた変更と、異なるバージ
ョンのデータファイルを識別する情報 

・ アクセスおよび利用条件またはデータの機密性に関する
情報 

 

データのレベルにおいて、文書化は以下を含むことができる。

・ 名称とラベルおよび、変数、記録、その値の説明 
・ 使用したコードおよび分類方法の説明または定義 
・ 使用した専門用語や略語の定義 
・ 欠損値のコードおよび理由 
・ 収集後に作成された派生データおよび、コード、アルゴリ

ズム、コマンドファイル 
・ 作成した重み付け変数と合計変数 
・ 事例、個人、事項に関する注釈のデータ一覧 
 

データのレベルでの説明は、データファイル自体に組み込
むことができる。多くのデータ分析ソフトウェアパッケー
ジは、さまざまな属性（ラベル、コード、データ形式、欠
損値）、データの形式定義、テーブルの関係等のようにデ
ータに注釈を加え、説明するための機能を持っている。 

他のデータに関する文書は、出版物、最終報告書、研究報
告書、研究記録に含まれるか、収集データ利用者ガイドと
して作成されることもありえる。 

 

 

 

 NVIVO で利用するデータの文書化 
 

 

データの分析に NVivo 9 のような定性的デー
タ分析パッケージを利用する研究者は、その
一連の機能を使ってデータを説明および文書
化することができる。そのような説明は、分
析中に役立つとともに、研究の終わりにデータ
とともにプロジェクトファイルからエクスポ 

ートすることが可能であるため、データを共有するる際には不可欠
な文書になる。 

研究者は、人（面接調査を受けた人）、データソース（面談）、コー
ディングの分類を作成することができる。分類は、面談を受けた人
の人口統計的特性、使用した仮名、面談の日付、時間、場所といっ
た属性を含むことができる。研究者があらかじめ包括的な分類を作
成する場合、プロジェクト全体を通じて、属性はすべてのソースま
たは人について標準化することができる。既存のテンプレートおよ
び事前分類シートを NVivo にインポートすることが可能である。 

方法論の説明、プロジェクト計画、面接調査ガイドライン、同意書
のひな形のような文書ファイルは、NVivo プロジェクトファイルに
インポートし、Memos フォルダ内の documentation フォルダに保
存するか、または NVivo 9 の外部にリンク付けすることができる。
分析またはデータ操作に関する追加文書は、NVivo においてメモと
して作成することができる。 

日付スタンプと時間スタンプが付いたプロジェクトイベント
ログは、NVivo プロジェクトサイクルにおいて実行されたすべ
てのプロジェクトイベントを記録することができる。 

プロジェクトファイル自体、データ、文書、メモ、ノード、
分類といった、プロジェクトファイルで作成した、またはプ
ロジェクトファイルにインポートしたすべてのオブジェクト
には、付加的な説明を追加することができる。 

NVivo プロジェクトサイクルでまとめられたすべてのテキス
ト文書は、後で文書ファイルとしてエクスポートすることが
できる。分類およびイベントログは、スプレッドシートとし
て文書保存データコレクションにエクスポートすることがで
きる。プロジェクトオブジェクトの構造は、グループで、ま
たは個別にエクスポートすることができる。プロジェクトに
関する概要情報は、全体として、またはオブジェクトのグル
ープとして、プロジェクト概要抽出報告からテキストまたは
MS Excel や XML ファイルにエクスポートすることができる。
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 データの文書化 
 

 

UKデータアーカイブのカタログにある
文書は、プロジェクト指示事項、質問
票、技術的報告、利用者ガイドを含む
ことができる。 

 

フォーマット ファイル名 
サイズ
（KB） 

説明 

PDF 6713dataset_docu
mentation.pdf 

1403 データセット文書（変
数リスト、派生変数、
報告表で使用される変
数） 

PDF 6713project_instruct
ions.pdf 

1998 プロジェクト指示事項
（面談者、看護師、コ
ーディングと編集の指
示事項） 

PDF 6713questionnaires.
pdf 

2010 質問表（CAPI および自
己完結質問表およびシ
ョーカード） 

PDF 6713technical_repo
rt.pdf 

6056 技術的報告 

PDF 6713userguide.pdf 256 利用者ガイド 
PDF UKDA_Study_6713

_Information.htm 
19 研究情報と引用 

 
 
メタデータ 

データ管理において、メタデータは、収集データの起源、
目的、該当時期、地理的位置、作成者、アクセス条件、利
用条件を説明する、最も重要で標準化そして構造化された
データ関連文書の一部である。通常、メタデータは以下の
ように使用される。 

・ 研究資源発見のため。利用者が既存データを見つけやすくす
る検索可能な情報を提供する。 

・ 引用のための書誌情報として。 
 

オンラインデータカタログまたは発見ポータル用のメタ
データは、しばしば国際的な基準やスキームに従って構造
化されている。具体的には、ダブリンコア、地理情報に関
する ISO 19115、データ・ドキュメンテーション・イニシ
アチブ（DDI）、メタデータ符号化伝送標準（METS）、国
際標準：記録史料記述の一般原則（ISAD(G)）といった。 

eXtensible Mark-up Language（XML）形式の標準化され
た記録の利用は、主要データ文書を単一文書に集め、デー
タに関する豊かで構造化された内容を作成することがで
きる。メタデータはウェブブラウザで閲覧可能であり、抽
出および分析プログラムに利用することができ、フィール
ドごとの検索を可能にする。異なる種類のカタログを共有
することができ、双方向ブラウジングツールを適用するこ
とができる。さらに、メタデータは、メタデータ収集用
OAI プロトコル（Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting OAI-PMH）を介して、他のシステム
に移植することができる。 

通常、研究者は、データ・センターのデータ寄託フォーム
への記入や、メタデータエディタを利用することで、各自
のデータのメタデータレコードを作成する。または
Go-Geo! GeoDoc16や UK location メタデータエディタ 17

のようなメタデータ作成ツールを使用することもある。研
究者が詳細かつ有意義なデータセットの題名、説明、キー
ワード、その他の情報を提供することで、データ・センタ
ーはアーカイブされた収集データについて情報量が多く
発見可能性を高めるメタデータを作成することができる。 

データ・センターは各データセットに書誌情報を添付し、
利用者は研究結果にその書誌情報を引用して、使用したデ
ータソースの典拠を正確に参照し、その利用を確認するこ
とを求められる。引用はデータソースおよび配布元の貢献
を明示し、研究結果の再現に必要なデータソースを特定す
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メタデータ作成 
 

 

Go-Geo! GeoDoc は、研究者が空間デ
ータのメタデータレコード作成に使用
できるオンラインメタデータ作成ツー
ルである。 

 
メタデータレコードは、UK GEMINI 規格、欧州 INSPIRE
指令、国際 ISO 19115 地理空間メタデータ規格に従ってい
る 18。 

研究者はメタデータレコードを作成し、UK AGMAP 2、UK 
GEMINI 2、ISO 19115、INSPIRE、連邦地理データ委員会、
ダブリンコア、データ・ドキュメンテーション・イニシア
チブ（DDI）といったさまざまなフォーマットでエクスポ
ートすることや、地理空間データの発見ポータルである
Go-Geo!ポータルで公開することが可能である。 
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データのフォーマット 
 適切に体系化された長く使えるデータを作成する 



 
 

  
 データのフォーマット 

 

標準的で互換性のある、またはオープンでロスのないデータフォーマットを使用することで、データの長期的
な利用可能性が確保される。高品質なデータは、正しく体系化され、構築され、名称とバージョンが定められ
ており、マスターファイルの信頼性が特定されている。 
 

ファイルフォーマット 

研究データを作成、デジタル化するフォーマットとソフト
ウェアは、通常、研究者のデータ分析計画、使用ハードウ
ェア、ソフトウェア利用可能性に依存しており、または分
野固有の基準および慣習によって決定される場合もある。 

すべてのデジタル情報はコンピュータプログラムで解釈
して理解できる形に変えるよう設計されており、本来ソフ
トウェアに依存する。そのため、すべてのデジタルデータ

は、データアクセスに関わるハードウェアおよびソフトウ
ェア環境の旧式化というリスクにさらされている。 

多くのソフトウェアパッケージには過去のバージョンで
作成したデータをインポートする下位互換性があり、また
競合する主流のソフトウェアプログラムとの相互運用性
もあるが、長期的なデータアクセスを保証するもっとも安
全な選択肢は、データをほとんどのソフトウェアが読み取
ることのできる、データの交換および変換に適した標準フ
ォーマットに変換することである。 

 

現時点で UK データアーカイブが研究データの長期保存に推奨するファイルフォーマット 

データの形態 共有、再利用、保存に推奨されるファイルフォーマット 

多数のメタデータを伴う定量表データ 
データマトリックスに加え、さまざまなラベル、値ラベル、定義
された欠損値 

SPSS ポータブルフォーマット（.por） 
 
メタデータ情報を含む区切りテキストおよびコマンド（setup）フ
ァイル（SPSS、Stata、SAS など） 
 
DDI XML ファイルなど、メタデータ情報を含む一部の構造化され
たテキストやマークアップファイル 

最小限のメタデータを伴う定量表データ 
欄見出しやさまざまな名称を伴う／または伴わない、他のメタデ
ータやラベルのないマトリックスデータ 

カンマ区切り数値（CSV）ファイル（.csv） 
 
タブ区切りファイル（.tab） 
 
適宜 SQLデータ定義説明を伴う特定文字セットの区切りテキスト
を含む 

地理空間データ 
ベクトルおよびラスターデータ 

ESRI シェイプファイル 
（必須：.shp、.shx、.dbf  選択：.prj、.sbx、.sbn） 
 
地理参照 TIFF（.tif、.tfw） 
 
CAD データ（.dwg） 
 
地理情報(GIS)属性データ 
 

定性データ 
テキスト 

該当する文書タイプ定義（DTD）またはスキーマ（.xml）に従っ
た eXtensible Mark-up Language（XML）テキスト 
 
リッチテキストフォーマット（.rtf） 
 
プレーンテキストデータ、ASCII（.txt） 

デジタルイメージデータ TIFF バージョン 6 非圧縮（.tif） 

デジタルオーディオデータ フリーロスレスオーディオコーデック（FLAC）（.flac） 

デジタルビデオデータ MPEG-4（.mp4） 
 
モーション JPEG2000（.jp2） 

文書 リッチテキストフォーマット（.rtf） 
 
PDF/A または PDF（.pdf） 
 
オープンドキュメントテキスト（.odt） 

他のデータ・センターやデジタルアーカイブが異なるフォーマットを推奨する場合もあることに注意する。
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これは一般的に、独自仕様フォーマットではなく、オープ
ンドキュメントフォーマット（ODF）、ASCII、タブ区切り
フォーマット、カンマ区切り、XML といった、オープンな
標準的フォーマットの使用を意味する。MS ワードや MS
エクセルなど、一部の独自仕様フォーマットも広く使用さ
れており、適度であるけれども無期限ではない期間にわた
ってアクセス可能であると推測される。 

よって、研究者は計画された分析に応じてもっとも適切な
データフォーマットとソフトウェアを使用するべきであ
る。一方、データ分析が完了してデータ保管の準備が済ん
だら、研究者は各自の研究データを標準的かつ互換性のあ
る、長期的に利用できるフォーマットへ変換することを考
える必要がある。データのバックアップについても同様に、
標準的フォーマットを考慮するべきである。 

長期的なデジタル保存の場合、データアーカイブはデータ
をそのような標準的フォーマットで保持する。同時に、デ
ータはそのときの一般的かつ使いやすいデータフォーマ
ットに変換して利用者に提供することができる。データは
必要に応じて新しいバージョンのフォーマットに変換さ
れる場合がある。 

 モデルの保存と共有 
 

 
さまざまな取り組みが、モデリングソフト
ウェアとコードの保存と共有を目的にして
いる。 

生物学では、欧州バイオインフォマティクス
研究所（EBI）のバイオモデルデータベースが、生物学プロセス
および分子機能に関するピアレビュー済で出版されている計算
モデルのリポジトリである 19。すべてのモデルは注釈が与えら
れ、関連するデータリソースにリンクされている。研究者は、オ
ープンソースフォーマットであるシステムズバイオロジーマー
クアップランゲージ（SMBL）で書いたモデルを預けるよう推奨
されており、モデルは長期的保存用に整理される。 

ファイルのフォーマット 

ウェセックス考古学計測アーカイブプロジェクトは、英国の一連
の考古学サイトから動物の骨の計量データを単一データベース
フォーマットにまとめた 20。 

このデータセットには、一般に、現場調査で発見された動物の骨
の破片についてウェセックスアーキオロジーが動物考古学分析
を行うことで得た一連の測定値が含まれる。研究者はこのデータ
セットを MSエクセルおよびMSアクセスのフォーマットで作成
し、同じフォーマットで考古学データ・サービス（ADS）に預け
た。 

ADS はデータセットをオラクルおよびカンマ区切り数値フォー
マット（CSV）で保存し、そのデータをオラクル／コールドフュ
ージョンライブインターフェイスおよびダウンロード可能な
CSV ファイルとして配布している。 

データの変換 

研究者がデータを保存するためにデータアーカイブに提
供するときは研究者自身がデータを好ましいデータ保存
フォーマットに変換するべきである．なぜなら変換時のデ
ータの完全性の確保に最適な立場にいるのはそのデータ
を理解している人だからである。その際最新のフォーマッ
トについて、預けるデータアーカイブからアドバイスを得
る必要がある。 

エクスポート機能やデータ変換ソフトウェアを使用して、
データをあるフォーマットから別のフォーマットに変換
するとき、データに何らかの変化が生じる場合がある。変
換後は、以下のようなエクスポートの過程で生じるエラー
や変化がないかデータをチェックする必要がある。 

・ 統計パッケージ、スプレッドシート、データベースに保持さ
れているデータについては、他のフォーマットへの変換中に、
欠損値定義、小数、式、変数ラベルといったデータまたは内
部メタデータの一部が失われる可能性がある。もしくは、デ
ータが切り捨てられる可能性がある。 

・ テキストデータについては、強調表示、太字、ヘッダー／フ
ッターといった編集が失われる可能性がある。 

 

 
ファイル変換 
 

 

JISC から資金提供を受けた、ジョン・イン
ズ・センターのバイオイメージングデータ管
理プロジェクトは、バイオイメージをさまざ
まな独自仕様顕微鏡画像フォーマットから
オ ー プ ン 顕 微 鏡 環 境 フ ォ ー マ ッ ト
（ OME-TIFF ） へ バ ッ チ 変 換 す る
BioformatsConverter というソフトウェアを
開発した 21。 

プラットフォームをまたいだデータ共有が可能なオープンファイ
ルフォーマットである OME-TIFF は、元画像のメタデータを XML
フォーマットで維持する。 

 
ファイルとフォルダの体系化 

適切に体系化されたファイル名およびフォルダ構造は、デ
ータファイルの発見および追跡を容易にする。自身のプロ
ジェクトに役立つルールを決めて、一貫性を持って使用す
ることが望ましい。 

適切なファイル名は、ファイルの内容および状況の有用な
手掛かりになり、ファイルを一意的に識別し、ファイルの
分類に役立つ。ファイル名は略称(acronyms)、研究者のイ
ニシャル、ファイル形式情報、バージョン番号、ファイル
状況情報、日付を含むことができる。 

最良事例は以下のとおりである。 

・ 意味のある、それでいて簡潔な名称を作る 
・ ファイル名を使って幅広い形式のファイルを分類する 
・ スペースや特殊文字の使用は避ける 
・ 長すぎるファイル名は避ける 

コンピュータは、ファイル形式、作成および変更の日時と
いった基本情報と属性をファイルに追加するが、これは信
頼できるデータ管理ではない。そのような重要な情報はフ
ァイル名またはフォルダ構造で記録および表現するのが
より適切である。 
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ファイルとバージョンの特定と体系化が容易になるよう、
ファイルをフォルダにどのように構造化するのが最適で
あるかを慎重に考える必要がある。共同作業の場合は、フ
ォルダの構造の整理をする必要性がさらに高まる。 
深い階層か浅い階層のどちらが望ましいかを判断しなが
ら、ファイルに最適な階層を考えること。ファイルは、デ
ータベース、テキスト、画像、モデル、音声といったデー
タの種類や、面談調査、統計調査、フォーカスグループと
いった研究活動の種類、またはデータ、文書、発行物とい
った材料の種類に基づいて、フォルダに整理することがで
きる。 
 
品質保証 

データの品質管理はすべての研究の不可欠な部分であり、
データ収集、データ入力やデジタル化、データチェックと
いったさまざまな段階で行われる。研究のすべての段階に
おいて、データの質を保証する役割とその責任を明確にし、
データ収集をはじめる前に適切な手順を策定することが
重要である。 
データ収集において、研究者は記録されたデータが実際の
事実、回答、観察、事象を反映していることを確実にしな
ければならない。 
データ収集における品質管理手段には以下を含むことが
できる。 
 
・ 計測の精度、偏り、縮尺を確認するための計器の調整 
・ 複数回の計測、観測を行うことや、複数の対象を用いること 
・ 専門家とともに記録の真実性を確認すること 
・ 明瞭な指示事項がある記録フォームに沿って、標準化された

方法とプロトコルに従って観測を記録する 
・ CAPI(Computer Assisted Personal Interview)ソフトウェアを

使用する。CAPI ソフトウェアを使うことで、次のようなこと
ができる。面接調査の標準化、回答の一貫性の検証、質問の
順番の制御、回答の矛盾の検出 

 
使用するデータ収集方法の質はデータの品質に強く影響
し、データがどのように収集されたかということの詳細な
文書化はそのような品質の裏付けとなる。 
データのデジタル化や転写、データベースまたはスプレッ
ドシートへの入力、暗号化が行われる場合、明瞭な指示事
項を伴う標準化された一貫性のある手順によって品質が
確保され、エラーが予防される。このような手順には、以
下を含むことができる。 
 
・ データ入力ソフトウェアでデータの検証ルールや入力制限を

設定する 
・ データ入力画面を使用する 
・ 統制語彙、コードリスト、選択リストを使用してデータの手

入力を最小化する 
・ 変数および記録名称の詳細なラベリングを行い、混乱を防ぐ 
・ 目的に合ったデータベース構造を設計し、データおよびデー

タファイルを整理する。 
 
データチェックでは、データの編集、クリーニング、検証、
クロスチェック、正当性確認が行われる。 

通常、チェックには自動手順および手動手順の両方が含ま
れる。これらは以下を含むことができる。 
 
・ 観察または回答のコード化および範囲外数値のダブルチェ

ック 

・ データ完全性のチェック 

・ デジタルデータ無作為標本の元データに対する検証 

・ データの二重入力 

・ エラーおよび異常値を検知するための度数、平均、範囲、ク
ラスタ化といった統計分析 

・ 同分野の専門家による審査（ピアレビュー） 
 
研究者は、考え得る用途を広げる付加的な変数やパラメー
タを含めることで、各自のデータに付加価値をつけること
ができる。データファイルに標準パラメータまたは加工し
た変数を含めることで、データの再利用可能性の価値が大
幅に高まり、研究の新たな道筋がもたらされる場合がある。
例えば、データに地理的な参照を付けることで、他の研究
者がより簡単にデータに数値を加えてそのデータを地理
情報処理システムに適用することができる可能性がある。
同様に、面接調査におけるフィールドノートを提供するこ
とで、研究背景の充実に役立つことができる。 

 データの数値追加 
 

 

地域コミュニティ委員会（CRC）は、貧困
に関する政策を分析するために、しばしば
既存の調査データを使って全国規模データ
の地方・都市解析を行う。 
 
この種の空間分析を行うために、元の郵便

番号は、分類される地方または都市の種類に応じて、評価され、
過去にさかのぼって記録される必要がある。これは、英国におけ
る地方と都市の居住分類が含まれる全国統計郵便番号要覧とい
った製品を使用することで可能である。 
このような地理的マーカーをデータセットに適用する任務は、長
期化しがちであり、ときに無益なプロセスとなり得る。CRC は、
そのデータが代表的な地方のサンプルフレームを持たないとい
うことを発見するためだけにこのプロセスを実施しなければな
らないこともある。 

イングランドおよびウェールズにおける地方/都市区分のような
地方・都市居住マーカーがデータセットに含まれていれば、地
方・都市解析を行う者にとって大きな利益になるだろう 22。 

 

バージョン管理と信頼性 

バージョンは、ファイルがその内容に関して他のファイル
と密接に関係していることである。ファイルの異なるバー
ジョン、異なる場所に保持されている関連ファイル、ファ
イル間で相互参照される情報は、すべて確実にバージョン
管理の対象とすることが重要である。正しいバージョンを
特定することやバージョン間の相違を知ることはある程
度の時間が経過してからでは難しい場合がある 23。 

適切なバージョン管理戦略は、ファイルの利用者が単一で
あるか複数であるか、ファイルの利用場所が単一であるか
複数であるかということと、バージョンが利用者や場所を
横断して同期される必要があるか否かということに依存
する。 
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データファイルが複数の人または場所（デスクトップパソ
コンとノートパソコンの両方など）の間で共有される場合
など、ファイルのマスターバージョン（例えば最新版）を
常に把握していることが重要である。あるファイルの情報
が変更された場合に確実に他のファイルの関連情報も更
新されるようにするためには、確認と手順をきちんと規定
しておくことも必要になりうる。 

最良事例には以下がある。 

・ ファイルのバージョンをいくつ保持するか、どのバージョン
を保持するか、バージョンをどのようにどれだけの期間体系
化するかを決める。 

・ 保持の区切りとなるバージョンを特定する。 
・ 系統的な名称付けの決まりを使ってファイルを独自に識別す

る。 
・ 草案、暫定、最終、内部といったファイルのバージョンと状

況を記録する。 
・ 新しいバージョンが作成されるときにファイルにどのような

変更が行われたかを記録する。 
・ コードと競合データファイル間、データファイルと関連文書

またはメタデータ間、複数ファイル間の関係など、必要に応
じて事項間の関係を記録する。 

・ ファイルがさまざまな場所に保存される場合、ファイルの場
所を追跡する。 

・ ソフトウェア MS SyncToy 等を使用して、異なる場所にある
ファイルを定期的に同期する。 

・ 単一のマスターファイルを適切なファイルフォーマットで維
持し、複数の有効バージョンのファイルが並行して作成され
ることによるバージョン管理の問題を防ぐ。 

・ 区切りとなるバージョンおよびマスターバージョンを保存す
る単一の場所を特定する。 

ファイルのバージョンは以下を介して識別することがで
きる。 

・ ファイル名またはファイル内に記録された日付 
・ ファイル名のバージョン番号（v1、v2、v3 や 00.01、01.00） 
・ ファイル名またはファイル内のバージョン記述（草案、最終） 
・ バージョン、日付、著者、ファイルの変更詳細が記録されて

いる、ファイル内に含まれるファイル履歴、バージョン管理
表、注釈 

バージョン管理は以下を介して維持することができる。 

・ 使用するソフトウェアのバージョン管理機能 
・ Subversion（SVN）等のバージョン設定ソフトウェアの使用 
・ Dropbox、Google Docs、Amazon S3 といったファイル共有

サービスの使用 
・ ファイル編集権の管理 
・ 変更内容を手作業で統合する 

信頼性確保の最良事例には、以下がある。 

・ データの単一マスターファイルを保持する 
・ マスターファイルに関する責任を 1 人のプロジェクトチーム

メンバーに割り当てる。 
・ データファイルのマスターバージョンへの書き込みアクセス

を制限する。 
・ マスターファイルへのすべての変更を記録する。 
・ 新しいマスターファイルにエラーがある場合に備えて古いマ

スターファイルを維持する。 
・ 定期的にマスターファイルのコピーをアーカイブする。 
・ マスターファイルの破壊の際に行う正式な手順を策定する。

デジタル情報は簡単にコピーや変更が可能であるため、デ
ータの信頼性を実証できることと、データの不正変更につ
ながる可能性のある無許可アクセスを阻止できることが
重要である。 

転写（トランスクリプション） 

研究の分析的および方法的な目的に合致する、品質が高く
一貫性のあるトランスクリプトは、適切なデータ管理計画
の一部である。研究に必要な転写の決まり、転写の指示事
項または指針、収集データ全体の均一性を確保するテンプ
レートに注意を払う必要がある。 

転写とはデータの形態変換であり、最も一般的なものは、
質的調査において、音声データをテキストに変換する作業
である。トランスクリプトの作成は分析プロセスの一部で
あることが多いが、質的調査データの共有と再利用の可能
性も高める。データの共有の際には、完全なトランスクリ
プトを作成することが推奨される。 

トランスクリプトの作成を外部委託する場合、以下に注意
を払う必要がある。 

・ 研究者と委託先の間のデータとトランスクリプトの送信の際
のデータの安全性 

・ 委託先が従うデータ安全手順 
・ 委託先の機密保持契約 
・ 必要な転写様式、配置、編集を示す委託先への指示事項や指

針 

最良事例は以下のとおりである。 

・ テンプレートまたはガイドラインを作成する前に、ヘッダー
とフォーマットの喪失など、質的データ分析ソフトウェアの
インポート機能における転写フォーマットの互換性を考慮す
る。 

・ 特に複数の転写機関が転写を行う場合、使用する転写テンプ
レートを作成する。 

・ トランスクリプトの一貫性を確保する。 
・ トランスクリプトの作成の際にデータを匿名化する、または、

後で匿名化する。機密情報をマークする。 
 
 

トランスクリプトは以下のようであるべきである。 

・ 名称または番号で面接にラベルを付ける独自の識別子を持
つ。 

・ 研究プロジェクトまたは収集データ全体にわたる一貫したレ
イアウトを持つ。 

・ 発言者タグを使用して会話における発話順や質問／回答シー
ケンスを示す。 

・ 発話順の間に改行を入れる。 
・ ページ番号を付ける。 
・ 日付、場所、面談者名、被面談者名といった面談または事象

の内容を簡潔に示す文書の表紙またはヘッダーを付ける。 
 
 

既存の情報源からスプレッドシートへの統計表の転写は、
転写における一貫性とデータファイルにおけるフォーマ
ットの利用を避けることに注意しながら、デジタルデータ
をできるだけオリジナルに近づける必要がある。 



 
 

  
 データのフォーマット 

 

データファイルのバージョン管理表 

題 エセックスの託児所における視力検査 

ファイル名 VisionScreenResults_00_05 

解説 2007 年 6 月にエセックスの 5 つの託児所で行った視力検査 120 回の結果データ 

作成者 Chris Wilkinson 

管理者 Sally Watsley 

作成日 2007.7.4 

最終変更日 2007.11.25 

基盤 VisionScreenDatabaseDesign_02_00 

 

バージョン 責任者 注釈 最終変更 

00_05 Sally Watsley Sally Watsley がバージョン 00_03 と 00_04 を比較し合併 2007.11.25 

00_04 Vani Yussu Steve Knight とは別の、Vani Yussu による入力チェック 2007.10.17 

00_03 Steve Knight Steve Knight による入力チェック 2007.7.29 

00_02 Karin Mills 検査結果 81～120 を入力 2007.7.5 

00_01 Karin Mills 検査結果 1～80 を入力 2007.7.4 

 

 
UK データアーカイブが推奨するモデル転写（トランスクリプト） 
 

 このモデル転写は、面談の背景情報と識別情報を含めた推奨されるレイアウトを示している。 

 
 

研究タイトル：移民の逸話 
寄託者：K. Clark 
面談者：Ina Jones 
 

面談番号：12 
面談 ID：Yolande 
面談日：1999.6.12 

 

被面談者の情報： 
生年月日：1947.4.4 
性別：女 
居住地：エセックス 
 

婚姻区分：既婚 
職業：給仕 
民族：中国 

 

Y： 私は 1968 年の終わりにここへ来ました。 

I： 1968 年の終わりにここへ来たのですか。かなり前ですね。 

Y： 31 年が経ちました。すでに 31 年です。 

I： （笑）ほんとに長い年月です。そのときなぜイングランドに来ることを選んだのですか？ 

Y： 主人と出会って香港で結婚した後、イングランドに来ることを志願したのです。 

I： ご主人とは香港で出会ったのですか？ 

Y： はい。 

I： ご主人はすでにここ（イングランド）で働いていたのですか？ 

Y： 主人はここで数年間働いていました。昔は結婚相手を求めて香港に戻ることは極めて一般的だっ
たのです。ある人の紹介で私たちは出会い、私たちはお互いに魅力を感じました。当時、私は香
港を出ることを望んでいたので、その様に結婚することは私にとって好都合だったのです。ギャ
ンブルのようでした。ほんとにギャンブルのようでした。 
… 
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データの保管 
 デジタルデータを安全、確実、 
 復元可能な方法で維持する 

 



 
 

  
 データの保管 

 

研究データの長期的な管理や不要な損失からの保護を行うには、データの確実な保管、バックアップ、伝送、
廃棄を行う適切な戦略を的確に設定する必要がある。共同研究の場合は、データの共有保管とアクセスに関す
る課題がある。 
 

バックアップの作成 

ファイルのバックアップの作成は、データ管理の不可欠な
要素である。定期的なバックアップは、以下に起因する予
期しないまたは悪意による損失からデータを保護する。 

・ ハードウェアの故障 
・ ソフトウェアまたはメディアの異常 
・ ウィルス感染または悪意のあるハッキング 
・ 停電 
・ 人的ミス 
 
バックアップには、データの損失がある場合にオリジナル
の復元に使用することができるファイルのコピー作成が
含まれる。的確なバックアップ手順の選定は、現場環境、
データの価値、応分と考えられる危険レベルに依存する。
データが個人情報を含む場合は、マスターファイルとバッ
クアップコピー1 つなど、必要最小限のコピーだけを作成
するよう注意する必要がある。バックアップファイルはネ
ットワークに接続されたハードドライブに保持するか、
CD/DVD、リムーバブルハードドライブ、磁気テープとい
ったオフラインメディアに保管することができる。物理的
なメディアは安全維持のために別の場所へ移動すること
もできる。 

最適なバックアップ手順については、以下を考慮すること。 

・ 個々のファイルをバックアップするか、コンピュータシステ
ム全体（完全なシステムイメージ）をバックアップするか。 

・ 必要なバックアップの頻度。データファイルの変更ごとに行
うか、定期的に行うか。 

・ 持ち運び可能なコンピュータおよびデバイス、非ネットワー
クコンピュータ、固定型コンピュータを含む、データが保持
されるシステムすべてについての戦略。 

・ すべてのバックアップファイルおよびメディアを体系化しラ
ベルを明示する。 

 
重要ファイルとマスターコピー 
重要データファイルまたは頻繁に使用するファイルは、自
動バックアッププロセスを使って毎日バックアップする
ことができ、オフラインでの保管が最善である。重要ファ
イルのマスターコピーは、長期的な有効性を考慮して独自
仕様ではないオープンなフォーマットとするべきである。
バックアップファイルは定期的に検証と妥当性確認を行
う必要があり、その際は、別の場所へ完全に復元してオリ
ジナルと比較するか、例えば MD5 チェックサム値、ファ
イルサイズ、日付をチェックするなどしてバックアップコ
ピーの完全性と整合性をチェックする。 

組織のバックアップ方針 
ほとんどの組織は、ネットワーク空間に保持されるデータ
に関するバックアップ方針を持っている。自らの組織にお
いてどのような戦略または方針を採用しているか確認・理
解すること。その方策の頑健性に不安がある場合は、重要
ファイルのバックアップコピーを独自に維持する必要が
ある。 

増分または差分のバックアップ 
増分バックアップは、最初にすべての関連ファイル、多く
の場合は PC のすべての内容のコピーを作成し、その後は
前回のバックアップ以降に変更されたファイルの増分バ
ックアップを作成する。この手順についてはリムーバブル
メディア（CD/DVD）が推奨される。 

差分バックアップの場合、最初に完全なバックアップを作
成し、その後は、前回の部分的なバックアップ以降ではな
く、最初の完全なバックアップ以降に変更または作成され
たファイルのバックアップを行う。この方法には、ハード
ドライブのような固定メディアが推奨される。 

どちらの方法を使用する場合も、古いバックアップを新し
いバックアップで上書きしないようにすることが望まし
い。 

データ保管 

適切な取り扱いが行われない限り、デジタル保管メディア
は本質的に信頼できないものであり、すべてのファイルフ
ォーマットや物理的保管メディアは最終的に旧式化する
ため、データ保管戦略が重要である。あらゆるデータのア
クセス性は保管メディアの品質およびその個々のメディ
アに対応するデータ読み取り機器の利用可能性に依存す
る。現在データファイルの保管に利用できるメディアは、
光学メディア（CD および DVD）と磁気メディア（ハード
ドライブおよびテープ）である。 

最良事例は以下のとおりである。 

・ 長期的なソフトウェアの読み取り可能性を考慮し、独自仕
様ではない、またはオープンな標準的フォーマットでデー
タを保管する（ファイルフォーマット表を参照）。 

・ 光学メディアと磁気メディアはともに物理的な劣化が起
こるため、データファイルは最初に作成されてから 2～5
年後に新しいメディアへコピーまたは移送する。 

・ 保管されているデータファイルのデータの完全性を定期
的に確認する。 

・ 短期プロジェクトであっても、異なる 2 種類（ハードドラ
イブと CD など）の保管を行う保管戦略を実施する。 

・ 紙の書類の長期保存・保管を行うには、PDF/A フォーマ
ットでデジタル版を作成する。 

・ 特定と物理的なアクセスを容易にするために、保管された
データを整理しラベルを明示する。 

・ デジタルまたは非デジタルデータの保管のための領域お
よび空間が、その目的に適しており、構造的に健全であり、
浸水や火災の危険がないことを確実にする。 

 

大英図書館の資料保存オフィスが、温度、湿度、空気品質、
照明条件の変化や粗雑な扱いに弱い CD および DVD の管
理に関するガイドラインを発行している 24。 
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 データのバックアップと保管 
 

 

研究チームが珊瑚礁の調査を行い、携
帯情報端末（PDA）を使って現場デー
タを収集する。デジタルデータは毎日
その組織のネットワークドライブに送
信され、パスワードで保護されたファ
イルに保持される。 

すべてのデータファイルは個別のバージョン番号と作成
日で識別される。バージョン情報（バージョン番号および
バージョン間の相違の詳細を示す注釈）はスプレッドシー
トおよびネットワークドライブに保管される。組織のネッ
トワークドライブは Ultrium LTO2 データテープに完全に
バックアップされる。増分バックアップが月曜日から木曜
日まで毎日作成され、完全サーバーバックアップが金曜日
から日曜日までに作成される。テープは独立した建物に確
実に保管される。研究が完了すると、データは組織のデジ
タルリポジトリに預けられる。 

データのバックアップと保管 

2008 年 2 月、大英図書館（BL）は、スウォンジー大学が
1969年から1995年まで行ったウェールズ地方における話
し言葉英語に関する調査（SAWD）の記録結果を受け取っ
た。この調査は、農場と農業、家と家事、自然、動物、社
会活動、天候などの話題について、年配の人と面談し録音
することにより、ウェールズで話されている英語を記録し
た。収集データは 503 個のデジタルオーディオファイ
ル、.wav ファイルとして大英図書館デジタルライブラリに
登録された。デジタルコピーの作成元であるオーディオカ
セット 151 本のオリジナルマスター記録とともに、すべて
のファイルのデジタルクローンがウェールズ英語アーカ
イブに保持されている。 

大英図書館デジタルライブラリは、ボストンスパ、セント
パンクラス、アベリストウィス、第三者によって提供され
る秘密のアーカイブの、4 箇所でミラーリングされている。
これらのサーバーは、それぞれ整合性チェック機能を備え
ている。BL は、大英図書館読書室において、サウンドサ
ーバーシステムを介した.mp3 オーディオファイルの形式
で利用者がコピーにアクセスすることを可能にしている。
SAWD の記録から抜粋した一部の音声は、大英図書館アク
セント・方言ウェブサイト「Sounds Familiar?」を介して
オンラインでも閲覧可能である。 

データのセキュリティ 

データのセキュリティ確保と、不正なアクセス、変更、開
示、破壊の防止のために、物理的セキュリティ、ネットワ
ークセキュリティ、コンピュータシステムとファイルのセ
キュリティがすべて考慮される必要がある。データセキュ
リティの準備は、データの性質と関連する危険との釣り合
いをとる必要がある。データを破壊するときは、セキュリ
ティへの注意も必要になる。 

知的財産権、商業的利益の保護や、個人情報や機密情報の
保持のために、データセキュリティが必要となる場合もあ
る。 

物理的なデータセキュリティは以下を必要とする。 

・ データ、コンピュータ、メディアを保持する部屋および建物
への出入制限。 

・ 保管室のメディアやハードコピーの移動およびアクセスの記
録。 

・ 機密データの移動は特別な場合のみとする。修理目的であっ
ても、不具合を起こした機密データ入りハードドライブをコ
ンピュータメーカーへ送ることなどは、機密保持違反になる
可能性がある。 

ネットワークセキュリティは以下を意味する。 

・ 個人情報を含んでいるデータなどの機密データを、外部ネッ
トワークに接続されているサーバーやコンピュータ、特にイ
ンターネットサービスに対応するサーバーなどに保存しない。 

・ ウィルスや不正コードを防ぐための、ファイヤウォール保護
や、オペレーティングシステムのセキュリティに関連するア
ップグレードおよびパッチ。 

コンピュータシステムとファイルのセキュリティは以下
を含む可能性がある。 

・ パスワードでコンピュータシステムをロックすることおよび
ファイヤウォールシステムを導入すること。 

・ 双方向無停電電源（UPS）装置を介した電源サージ保護シス
テムによってサーバーを保護すること。 

・ アクセス禁止、読み取り専用、読み書き許可、管理者専用許
可など、データファイルのパスワード保護やアクセス制限を
実施すること。 

・ 制限された資料へのアクセスを暗号化で管理すること。 
・ 機密データの管理者や利用者に機密保持契約を課すこと。 
・ 個人データや機密データをメールやファイル転送プロトコル

（FTP）で送らず、暗号化データとして送信する。 
・ 必要なときは一貫性のある方法でデータを破壊する。 
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個人データのセキュリティ 
 
個人データの保護が関係する場合、データセキュリティは、
認められた者のみが個人データにアクセスできるようにする
必要があることを定める国内法、1998 年データ保護法に基づ
く。個人データは、患者記録、署名入り同意書、面談の表紙
など、非デジタルフォーマットにも存在する可能性がある。
これらはデジタルファイルと同様の安全な方法で保護する必
要がある。 

個人情報を含むデータは個人情報を含まないデータよりも高
いレベルのセキュリティで扱う必要がある。セキュリティは
以下の方法によって簡単に実施することができる。 

・ データの匿名化または集合化。 
・ セキュリティの必要性に応じたデータ内容の分割。 
・ 名前や住所といった個人情報をデータファイルから削除

し、別に保管する。 
・ 保管前に個人情報を含むデータを暗号化する。暗号化はそ

のようなデータを伝送する前に確実に行う必要がある。 

説明と理解に基づく同意の手順において、機密データや個人
情報を含むデータがどのように保管されるかについて対処が
必要となる場合がある。これにより、個人データの帰属者が
通知を受けるということと、どのようにデータが保管され伝
送されるかということに関して同意するということを確実に
する。 

 
 

 データの破壊 
 

 

ドイツ規格協会（DIN）は、破砕業界に
採用されている書面およびディスクの
破壊レベルを規格化した。 
 

 

機密資料の破砕について、DIN 3 の採用は物体が 2 ミリメ
ートルの帯状または 4x40 ミリメートルの紙吹雪状の細片
に切断されることを意味する。英国政府は政府資料につい
て少なくとも 2x15 mm の細片に切断する DIN 4 規格を要
求している。 

最高のセキュリティレベルはDIN 6として知られているも
ので、これは米国連邦政府によって極秘資料や機密資料の
極めて安全な破砕に使用されており、1x5 mm の細片に切
断する。 

 

 

データの伝送と暗号化 

複数の場所または研究チーム内のデータ伝送は、データ管
理基盤にとっての課題となる可能性がある。機密データま
たは個人データは、安全な伝送を確実にするために、適切
な基準で暗号化されなければならない。匿名または非機密
と確認されたデータだけが、暗号化されていない形で伝送
されるようにする必要がある。暗号化は伝送におけるデー
タのセキュリティを維持する。 

データの伝送を電子メールに依存することは、内部的な伝
送であるとしても、機密データの保護における脆弱点とな
る。電子メールで送信されるあらゆるものは、送信者サー
バー、受信者サーバー、その他介在する多数の交換サーバ
ーを通るということに注意する必要がある。 

大きなファイルの移送 
大規模なデータ収集が行われる中、大きなファイルの移送
が問題になる可能性がある。サードパーティの商用ファイ
ル共有サービスの存在により、ファイルの移動は容易にな
っている。しかし、Google Docs や YouSendIt といったサ
ービスは、必ずしも永続的ではなく、かつ安全ではない。
また、海外に拠点を置く場合も多く、英国の法律の対象と
ならない。データは十分な保護なく他の国に移送されるべ
きではないとする 1998 年英国データ保護法から見ても、
潜在的に英国法に違反している可能性すらある。移送前に
データを暗号化することで保護が実現する。 

ドロップボックスサービスは、責任を有する組織によって
維持管理が行われるのであれば、大きなデータファイルの
移送に関する安全な解決策になり得る。例えば、UK デー
タアーカイブは、研究者からのデータの預け入れについて、
提出前に機密情報または個人情報を含むデータファイル
を暗号化した上で、エセックス大学ドロップボックスサー
ビスを介して行うことを推奨している。 

データの暗号化 
UK データアーカイブは、政府の部局からアーカイブへの
安全なデータ移送のために、データを暗号化する数多くの
ソフトウェアアプリケーションをテストした結果、業界標
準暗号化技術の PGP（Pretty Good Privacy）の使用を推奨
している。この方法を使用することで、暗号化されたデー
タを、ポータブルメディアを介して、またはファイルアッ
プロードや電子メールで電子的に移送することができる。
例えば GnuPG など、信頼できるオープンソース暗号化ソ
フトウェアが存在する。 

暗号化には、一対の公開鍵と秘密鍵およびパスフレーズの
作成が必要である。PGP 秘密鍵とパスフレーズは暗号化さ
れた各ファイルのデジタル署名に使用され、受け手が送り
手の身元を確認できるようになっている。受け手の PGP
公開鍵はファイルの暗号化の際に送り手によって設定さ
れ、認められた受け手だけが解読できるようになる。
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データの廃棄 

ファイルの消去とハードドライブの再フォーマットをし
ても、そのハードドライブに存在していたデータの復元を
防止することにはならない。信頼できる方法でデータファ
イルを消去するための戦略を持つことは、データを安全に
管理することの重要な構成要素であり、データサイクルの
さまざまな段階に関連する。研究期間中に、もう必要とし
ないデータファイルのコピーは破壊することができる。研
究の終わりに、保存を要しないデータファイルは安全に廃
棄される必要がある。 

磁気保管装置であるハードドライブでは、ほとんどのシス
テムにおいて単純な削除はファイルを消去することにな
らず、そのファイルの参照だけを除去するものである。こ
のような方法で削除されたファイルの復元は容易である。
ファイルは上書きして読み取れないようにする必要があ
る。ファイルをハードディスクから安全に消去するための
ソフトウェアが入手可能だが、これは機密ファイルを十分
に解読不能にできるような評価済みの上書き機能の規格
を満たしている。その例として、Windows 用には BC Wipe、
Wipe File、DeleteOnClick、Eraser がある。Mac ユーザー
は標準の secure empty trash オプションを使用するか、ソ
フトウェア Permanent Eraser が利用できる。 

メモリスティック等のフラッシュメモリを使用するソリ
ッドステートディスクはハードドライブと異なる構造を
持ち、ハードドライブでの安全なファイル消去法がソリッ
ドステートディスクに同様に機能することは期待できな
い。ファイルを消去する唯一の確実な方法として、物理的
に破壊することを推奨する。 

もっとも信頼できるデータの廃棄方法は、物理的な破壊で
ある。すべてのドライブに適用される危険回避アプローチ
は、オペレーティングソフトウェアをインストールすると
きと初めて使用する前にデバイスを暗号化することと、デ
ータを破壊する必要があるときに組織が認める安全な破
壊設備を使ってドライブを物理的に破壊することである。 

書面および CD／DVD の破壊には、適切なセキュリティレ
ベルに認定されたシュレッダーを使用するべきである。使
用寿命末期のコンピュータや外部ハードドライブは、ケー
スから取り外して物理的に破壊することにより、安全に廃
棄することができる。 

ファイルの共有と共同環境 

データ共有の促進、移送と保管、さまざまな協力者や組織
をまたいだデータへのアクセスの提供について言えば、共
同研究は困難が多いということになる。多様な仮想研究環
境が存在するが、本書執筆時点ではすべて未熟であり、莫
大な設定保守費用が必要で、通常は単一組織的である。そ
の結果、多くの研究者はその機能を快適に利用することが
できず、結局のところ電子メールやオンラインファイル共
有サービスを介したデータ移送に頼っている可能性があ
る。 

特定のデータ形式にはクラウドベースのファイル共有サ
ービスやウィキが適している場合もあるが、機密内容の可
能性があるデータには不適切であり、利用者はデータが最
終的に保存される場所を管理することができないという
ことに注意する必要がある。 

理想的な解決策は、共同作業を促進しながらも最小限のト
レーニングで利用者が採用することができ、データ管理に
役立つメリットをもたらすシステムだろう。本書執筆時点
では、Fedora や DSpace のようなオープンソースレポジ
トリソフトウェアを使用する解決策が開発中であるが、ま
だ使いやすさや拡張性に劣る状態である。研究プロジェク
トの最良解決策を捜し出すには、組織 IT サービスを含め
るべきである。 

多くの場合、仮想研究環境は、グループ共同作業における
データファイルおよび文書のための暗号化された共有ワ
ークスペースを提供する。利用者はワークスペースを作成
し、メンバーをワークスペースに加え、また招くことがで
きる。それぞれのメンバーはワークスペースのコピーを持
ち、それは個人的に編集することができる。利用者は非公
開の仮想空間である共通のワークスペースにおいて、相互
に交流し、共同で作業をする。変更は追跡され、すべての
メンバーに送られる。ワークスペースのすべてのコピーは
ネットワークを介してピアツーピアで同期される。プラッ
トフォームが採用される場合、適切な基準に暗号化され、
バージョン管理が行われる必要がある。 

 

 

 

 仮想研究環境 
 

 

一般的にさまざまなシステムが複数の高
等教育組織をまたいで使用され、ファイ
ルの移送と共有に関する長所と短所を持
つ。例えば、SharePoint と Sakai がある。

SharePoint は英国の大学で使用され、評価は分かれている。
研究者はインストールと設定に扱いにくさを感じている。長
所は、外部アクセスと共同作業を可能にすること、ドキュメ
ントライブラリの使用、チームサイト、ワークフロー管理プ
ロセス、バージョン管理能力である。 

オープンソースシステムである Sakai は、JISC 仮想研
究環境プログラムのプロジェクトによって使用され、教
育コミュニティライセンスがあれば入手が可能である
25。Sakai は確立されたサポートネットワークを持ち、
告示機能、個人ファイル共有のためのドロップボック
ス、電子メールアーカイブ、リソースライブラリ、コミ
ュニケーション機能、スケジュールツール、承認とアク
セスの管理を特徴とする。 
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個人情報を含むデータや匿名データを倫理的に共有する 
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データを共有することについての合意の獲得、データの匿名化、そしてデータアクセス制限の組み合わせは、
人が関係する研究データをより迅速かつ広範囲に利用できるようにする。 
 

研究に人からのデータ取得が含まれるときは、研究期間中
およびデータを共有する段階で、研究者は学術団体や組織、
資金提供団体から推奨されるような高い倫理基準の維持
を期待される。 

研究データは、それがプライバシーにかかわり秘密にしな
ければならない情報を含むとしても、研究の初期段階から
研究者が以下の 3 つの側面に注意を払えば、倫理的および
法的に共有することができる。 

・ インフォームド・コンセントを得るときは、データ共有の条
件を含めること。 

・ 必要に応じて、データの匿名化によって個人が特定できない
ようにすること。 

・ データへのアクセスを管理する方法について慎重に考慮する
こと。 

上記の方策は、個別にではなく、総体として考える必要が
ある。仮にデータの共有が予定されていない場合であって
も、同じ方法が優良な研究上の慣行とデータ管理の一部を
形成する。 

人から収集された人に関するデータは、個人的な、プライ
バシーにかかわる、秘匿を要する情報を含む場合がある。
ただし、このことは、研究に参加した対象者から取得され
たすべてのデータが個人情報または秘匿を要する情報で
あることを意味するわけではない。 

法的および倫理的問題 

匿名性をどのように維持するかは研究の性質に依存する
が、本質的には研究者の倫理的および法的義務によって方
針は定まる。情報提供者の匿名性を維持する義務は明示的
であってもよいが、そうである必要はない。 

定義 

個人データ 
個人データは、そのデータから、もしくはそのデータとデー
タ管理者が所有するまたは所有することになりそうな他の情
報から特定することができる個人に関係するデータで、その
個人に関するデータ管理者の何らかの意見の表示と何らかの
意図の表示が含まれている。これには、その個人に関する他
のあらゆる人が含まれる（1998 年データ保護法）。 

秘密データ 
秘密データは、内密に与えられたデータ、または、秘密扱い
にする合意が研究者と研究対象との間に存在するデータであ
る。具体的には、職業、収入、健康、医療履歴、あるいは政
治的意見等、パブリックドメインにはないデータである。 

機密個人データ 
機密個人データは、1998 年データ保護法において、以下の様
に定義されている。人の人種、民族的出自、政治的意見、宗
教的または類似した信仰、労働組合加入の有無、肉体的また
は精神的な健康または状況、性生活、犯罪またはその疑義、
関係した（と疑われる）犯罪の訴訟、そのような訴訟の最終
決定、あるいは、そのような訴訟における裁判所の判決に関
するデータ。 

秘匿を要するデータの共有に影響する可能性がある法規
は以下のとおりである 26。 

・ 1998 年データ保護法 
・ 2000 年情報自由法 
・ 1998 年人権法 
・ 2007 年統計・登録サービス法 
・ 2004 年環境情報規則 
 

定量調査向け同意説明サンプル 

この調査への参加に同意いただき誠にありがとうございま
す。 

この質問表にあなたが提供した情報は研究の目的で使用され
ます。あなた個人の回答が特定される方法で使用されること
はありません。 

匿名化された研究データは、他の研究者が利用できるように
するために、現在のデータ共有の慣例に即して＿＿＿で保存
されます。 

 

説明と理解に基づく同意（インフォームド・コンセ
ント）とデータ共有 

通常、研究者は、研究に参加する人について、および収集
された情報の利用について、説明と理解に基づく同意（イ
ンフォームド・コンセント）を得ることが期待される。同
意は、可能であれば、研究データの共有、保存、長期利用
といった、データの将来的な利用も考慮されるべきである。
少なくとも、同意フォームは、必要がないにもかかわらず
データの破壊を約束することなどによって、データの共有
を事前に不可能にするべきではない。 

研究者は以下を行う必要がある。 

・ 長期的に研究データがどのように保管、保存、利用されるか
を参加者に通知する。 

・ データの匿名化など、秘密がどのように守られるかを参加者
に通知する。 

・ データの二次利用について、書面または口頭による、同意（イ
ンフォームド・コンセント）を得る。 

 

正しい理解に基づいて同意が得られるように、参加および
データ利用の全ての側面について十分な情報が提供され
た上で、自発的に同意がなされなければならない。当事者
間の積極的なコミュニケーションが必要である。決して手
紙などの連絡に対する反応が無いことから同意が推定さ
れてはならない。データ共有についての同意がない場合、
研究データを他の研究者と共有する機会が失われる可能
性がある。 
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データの匿名化 

人を対象とした研究から獲得されたデータを公開、または
他の研究者と共有する前に、データから個人、組織、職業
が特定できないよう、データの匿名化が必要になる可能性
がある 29。 

匿名化は、倫理的理由で人の身元を特定できないようにす
るために、法的理由で個人データを開示しないために、ま
たは商業的な理由で、必要となる可能性がある。回答者か
ら具体的な同意が得られていない限り、個人が特定できる
データ（Personal Data）は研究情報から開示されるべきで
はない。 

例えば、オーラルヒストリーなど、聞き取りの対象となる
人の名前を公表し共有することが慣習的であり、本人の同
意がある場合、匿名化は要求されない可能性がある。 

質的テキストデータなどの研究データの匿名化は時間が
かかり、それ故に経費が膨らむことになる。研究の初期に
計画されていない場合や、プロジェクトの終わりまで放置
された場合は特にその傾向がある。 

データは以下によって匿名化することができる。 

・ 名前や住所など、直接的な識別要素を除去する。 
・ 生年月日を年齢グループに置き換えるなど、情報をまとめ

たり、変数の精度を低下させたりする。 
・ 詳細な記述を一般的な記述で置き換える。例えば、医師の

詳細な専門分野を専攻分野に置き換えることが挙げられ
る。 

・ 本名の代わりに仮名を使う 
・ 変数の上限と下限を制限して、外れた値を隠す。例えば、

一定額以上の収入はまとめてしまう。 

 

人の身元は以下から特定されうる。 

・ 名前、住所、郵便番号、電話番号といった直接的な識別要
素 

・ 職場、職業や、収入または年齢で目立つ値など、他の一般
公開されている情報源と関連付けられたときに個人を特
定できる可能性がある間接的な識別要素 

以下については特別な注意が必要である。 

・ 関連するデータセットにおける複数の変数の関係が身元を開
示する、リレーショナル・データ 

・ 点座標などの空間的基準の識別が地理空間的数値も有する、
地理的参照データ 

空間的基準の除去は開示を防ぐが、すべての地理的情報が
失われることになる。そのような場合は、空間的基準はそ
のまま維持し、代わりにデータにアクセス制限をかけるこ
とが有効な方法である。別の方法として、地点情報は、具
体的な場所の特定に結びつかないより大きな地理的領域、
あるいは地理的位置の典型を示す意味のある代替変数で
置き換えることができる。 

説明と理解に基づく同意（インフォームド・コンセント）に
おいて承諾された要求を満たすために必要となる匿名化のレ
ベルに配慮する必要がある。研究者は、機密性を維持する唯
一の方法はデータを隠すことであると決め付けるべきではな
い。匿名化と同時に、データ共有のために説明と理解に基づ
く同意（インフォームド・コンセント）を得ることや、デー
タにアクセス制限かけることも考慮するべきである。 
 
匿名化の管理 
 
・ 研究初期のデータ収集時点で匿名化を計画すること。 
・ 研究チーム内での利用、そして、保存のためにデータの未編

集オリジナルバージョンを保持すること。 
・ 匿名化のために行われたすべての置き換え、変数値の統合、

情報の除去について作業記録（ログ）を作成すること。 
・ ログは匿名化されたデータファイルと別々に保管すること。 
・ 意味のわかる方法で、テキストが置き換えられた箇所を示すこ

と。例えば、聞き取り調査の文字記録（トランスクリプト）に
おいて、置き換えられたテキストを括弧書きで示すか、XML
マークアップタグ<anon>.....</anon>を使用する方法がある。 

視聴覚データ 
個人を特定する要素を除去するために、音声および画像ファ
イルのデジタル操作を使用することができる。しかし、声質
変更や画像ぼかしといった技術は大きな労力が必要で費用も
高く、さらにデータが持つ研究上の可能性を損なうおそれが
ある。視聴覚データにおいて匿名性が問題である場合は、変
更されていないデータの利用と共有に関して、参加者の同意
を得るのがよい。また、必要であれば、データのアクセス（入
手）について追加的な制限を設けるべきであろう。 
 

 
データのセキュリティと匿名化 
 

 

英国バイオバンクは、英国全域の中高年者
50万人の医療と遺伝子のデータを収集し、
重病の予防と治療を研究するための研究
資料を作成することを目的としている。 

厳格なセキュリティ、機密性、匿名化の方
法が適切に使用されている 30。英国バイオバンクは、参加に
同意した患者、彼ら・彼女らの医療記録、血液、尿、遺伝子
のサンプルに関する個人データを保持しており、許可を受け
た研究者に対してそのデータを提供している。研究者に提供
されたデータやサンプルは、決して個人の識別につながる詳
細な事項を含んでいない。 

すべてのデータとサンプルは、個人の識別につながるあらゆる
情報を除去することによって、匿名データとして保管されてい
る。識別情報自体は暗号化され、英国バイオバンクの上級職員
が管理するアクセス制限のあるデータベースに別途保管され
ている。識別データとサンプルは、外的には意味を推測できな
いコードを使用することによってのみ関連付けられる。英国バ
イオバンク内のごく少人数の者だけが、患者の識別情報とデー
タおよびサンプルの関連付けを行うためのコードの鍵を利用
することができる。すべての職員は、雇用契約の一環として機
密を保持することに書面で合意している。 
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アクセス管理 

特定の環境においては、極秘データおよび機密データは、
データの利用を制限することまたはそのようなデータへ
のアクセスを規制することによって保護することができ
る。それと同時に研究および教育の目的でのデータ共有す
ることは可能である。 

データ・センターあるいはアーカイブに所蔵されているデ
ータは、たいていの場合、広く一般の利用に供されている
訳ではない。その利用は、利用者登録を経た上で特定の目
的に制限されている。利用者は、利用許可書に署名し、デ
ータを商業目的で利用しないことや、個人を特定しないこ
となど、いくつかの条件を承諾する。 

データ・センターは、機密データに以下のようなさらなる
アクセス制限をかけることもある。 

・ データへアクセスする具体的な承諾をデータ所有者から得る
ことを必要とする。 

・ 機密性を維持する必要がなくなるまでの一定期間、機密デー
タの提供を差し止める。 

・ 承認を受けた研究者だけが利用できるようにする。 
・ 機密データのリモート集計分析を可能にすることで、データ

への安全なアクセスを提供する。ただし、この場合、データ
をダウンロードすることはできない。 

 

一部のデータコレクションには、複数のレベルのアクセス
制限が課される場合がある。具体的には、機密データへの
アクセスは制限されるが、非機密データへのアクセスは認
められる場合である。 

通常、データ・センターは、データを所有する研究者と連
絡を取り、データへの最適なアクセスの形式を選定する。
アクセス制限をかける場合は、常にデータの種類および関
連する機密性との釣り合いがとれている必要がある。 

オープンアクセス 
デジタル革命は情報のオープンアクセスへの強い流れを
引き起こしており、インターネットは情報共有を迅速、簡
単、強力にし、研究の高度化に貢献している。 

学術出版の世界は、研究の影響力を高めることを目的とし
たオープンアクセスへの強力な動向に直面している。具体
的には、電子学術誌、オープンアクセス学術誌、オープン
アクセスリポジトリへのアウトプットの預け入れを可能
にする著作権方針などである。このオープンアクセスムー
ブメントは、研究発表の基盤となる基礎資料や証拠のさら
なるオープンアクセスを促している。より多くの学術出版
誌が、原稿の提出時に研究結果の根拠となるデータをオー
プンアクセスリポジトリで公開することを要求するよう
になっている。 

 

 アクセス制限 vs. オープンアクセス 
 

 

セキュア・データ・サービスは、データ所有
者と協力して、詳細で、取り扱いに注意を要
し、秘匿が必要なデータへの安全なアクセス
を 

  研究者に提供している。 

これらのデータは、姉妹サービスである経済・社会
データ・サービス（ESDS）が運営する標準的なライセンスのもと
で利用することが難しい 31。このサービスのセキュリティ理念は、
教育と信頼、最先端の技術、認可と法的枠組み（2007 年統計登録
サービス法を含む）、ONS と ESRC の両方によって承認された厳格
なセキュリティ方針と罰則に基づいている。 

この技術モデルは、ONS 仮想マイクロデータ研究室 32 および
NORC セキュアデータエンクレイブ 33 と多くの類似点がある。そ
の技術モデルは、エンドユーザーのコンピュータを遠隔端末にする
Citrix インフラストラクチャに基づいている。すべてのデータ処理
は安全な中央サーバーで行われ、データがネットワーク上を移動す
ることはない。発表のためのアウトプットは、必ずトレーニングを
受けたサービススタッフによる統計的開示コントロールを受けて
から引き渡される。 

セキュア・データ・サービスのデータはダウンロードが不可能であ
る。研究者は、所属組織の各自のデスクまたは安全な部屋から、デ
ータを遠隔的に分析する。セキュア・データ・サービスは、研究者
が慣れ親しんだ統計ソフトウェアと MS Office のツールが利用可能
な「拠点から離れた拠点」の研究施設を提供し、遠隔の共同作業と
分析を安全で便利なものにする。 

生物多様性条約を受けて情報共有を促進するために設立され
たクリアリングハウスメカニズムは、1992 年以降、生物学的
多様性と生態系に関するオープンアクセス可能なデータの急
激な増加をもたらした。 

森林空間情報カタログは、国際林業研究センター（CIFOR）
によって開発された、空間データおよび地図への一般アクセ
スを可能にするウェブベースのポータルである 34。カタログに
は、衛星画像、航空写真、土地利用森林被覆地図、保護領域
地図、農業地図および人口地図、森林境界が含まれている。
例えば、世界自然保護モニタリングセンターが 1997 年に作成
した全世界森林被覆地図が、デジタル・ベクトル・データと
して自由にダウンロード可能である。 

地球規模生物多様性情報機構（GBIF）は、世界の生物多様性
データを世界中のどこからでもアクセスできるようにするこ
とを目指している 35。このフレームワークは、標本と観察、学
名および一般名、生物の分類に基づく数百万の種の発生記録
と、種の記録の地図参照資料を保持している。データは多数
の国際的なデータ提供者によって寄与される。地理参照記録
は Google Earth 上に地図表示することができる。 
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データの著作権に
ついて理解する 
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出版物を補完するために研究データが学術誌に提出され
る際、研究者は出版社がデータの著作権移譲を望むか否か
を確認する必要がある。 

研究者によっては、クリエイティブ・コモンズ・ライセン
スという考え方を知っているであろう。クリエイティブ・
コモンズ・ライセンスを使えば、他者による知的財産の再
利用を促進するために、著作者が維持を望む権利と放棄を
望む権利を、効果的に伝達することができる、通常、クリ
エイティブ・コモンズ・ライセンスはデータには適合的で
はない。オープン・データ・コモンズ・ライセンスやオー
プンガバメント・ライセンスといった同様の目的を持つ他
のライセンスがより適切である 38。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「エリート」に対する聞き取り調査の著作権

 

研究者が5人の元閣僚と彼らの経歴に対し
て聞き取り調査を行い、その内容を録音す
ると同時に、完全なインタビュー記録を作
成した。研究者はデータを分析し、インタ
ビューが録音された媒体と印刷された記
録の保存をデータ・センターに申し込ん
だ。しかし、研究者は調査対象者の発言
が、インタビューを行った研究者を越え
て利用されるために必要な著作権移譲の
署名を得ていなかった。 

 
この場合、データ・センターにとってデータを受け入れるこ
とは問題になり得る。データの大幅な抜粋を二次利用者が引
用することはできない。その行為は調査対象者が記録された
自分の発言に持つ著作権を侵害することになる。このこと
は、一次研究者にとっても同様に問題である。調査対象者が、
自伝を出版するため等、何らかの理由で発言における権利を
主張する可能性があるため、研究者は著作権の移譲または面
談で得たデータの利用許諾を求めておくべきであった。 
 

許諾を得たデータの著作権 

ある研究者が、データ・センターEDINA から空間的
AgCensus データへのアクセス権を取得する。これらの
データは研究者が独自に収集したデータと統合される。
ESRC 研究助成契約の一環として、データは、UK デー
タアーカイブに提供され、保存されなければならない。
そのような統合データを提供することが可能だろう
か？ 

AgCensus データへのアクセス権の契約には、EDINA の
書面による事前許可なくデータを他の人または団体に
伝送してはならないと記載されている。従って、UK デ
ータアーカイブは、研究者が EDINA からの許可を得な
い限り、この統合データを受け入れることはできない。
AgCensus から得られたデータが除去された、研究者が
集めた部分データは、保存が可能である。そして、二次
利用者は、AgCensus アクセス権を取得すれば、部分デ
ータを AgCensus データと再度組み合わせて利用する
ことができるだろう。 
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研究センターの戦略 
 研究者に対するデータ管理フレームワークの提供 
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研究センターおよび研究プログラムは、最も適切かつ実践的なデータ管理フレームワークを提供することで、
研究者を支援することができる。重要なデータ管理上の方針について、実地に指導するのみならず、ひな形を
提供したり、例示することが含まれる。 
 

2010 年、UK データアーカイブは、選ばれた ESRC 研究
センターおよび研究プログラムと緊密に協力し、既存デー
タ管理事例を評価すると同時に、データ管理計画戦略の策
定を行った。このガイドで推奨されている事項は、このよ
うな実際の経験に基づいている。 

研究拠点は、データ管理を集中化して運用することもでき
れば、各研究者にデータ管理についての裁量を与えること
もできる。前者であれば、データの取り扱いについての調
整が必要となるし、後者であれば、各研究者が自分のデー
タの管理に権限と責任を持つとことになる。どちらの方法
を取るかは、研究拠点の規模、単一の組織により運用され
ているのか複数組織にまたがる事業であるのか、そして、
データがどの程度の方法論的および分野の多様性を示し
ているかによって決まってくる。 

データ管理を集中化することのメリットは以下のとおり
である。 

・ 研究者が適切な方法、およびデータ管理経験を共有すること
ができ、その結果センターそれ自体もデータ管理能力を高め
ることができる。 

・ データ管理についての統一的運用を確立できるのみならず、
データに関連した方針を一元化できる。 

・ データの所有権を識別し、経時的な追跡を行うことができる。
これは特に研究者が異動するときに有用である。 

・ データを一箇所に集中的に保管することができる。 
・ 関連する情報を分かりやすい形で提供することで、すべての

研究者および職員が、研究データに関する義務、責任、資金
提供者の要求事項を確実に認識するようにする。 

同時に、研究者は各自のデータを管理する責任を担う必要
がある。データ管理を研究者の裁量に任せる場合は、各専
門分野の要件に適応するための柔軟性を与えることにな
る。また、研究方法に応じたデータの管理が必要となる場
合もある。 

データ管理の枠組みを提供するために、研究拠点が行う活動
としては、以下がある。 

・ 指名された個人へのデータ管理責任の割り当て 
・ 同意手順、倫理審査、データ管理計画などの標準化された

書式の準備 
・ データの品質管理、データの転写（文字おこし）、データ

取扱者の守秘義務などの基準並びに手続きの策定 
・ ファイルの共有と保管の手順 
・ データの保管と移動に関するセキュリティ方針 
・ データの保存と破棄の方針 
・ センターおよび個々の研究者のために、データの著作権と

所有権の所在を明文化する 
・ 標準的データフォーマットの推奨 
・ バージョン管理とファイル名のガイドライン 
・ データの管理と共有に関して資金提供者の方針や要求し

ている事項を、各プロジェクトやセンター全体に周知する
・ データの共有についての具体的方法について、情報提供を

行う。例としては、各組織のリポジトリにおける公開、デ
ータ・センターの利用、ウェブサイトを通じた直接公開な
どの方法がある 

データ管理を集中化することは特にデータのフォーマッ
ト、保管、バックアップに有用である。また、データ共有
方針の管理、データの著作権と知的財産権の確立、役割と
責任の分担を明確にするのに役立つ。 

データ管理リソースライブラリ 

研究拠点は、データの管理と共有に関連して、研究者およ
び職員が利用するリソースを一カ所に集めることができ
る。具体的には、イントラネットサイト、ウェブサイト、
ウィキ、共有化されたネットワークドライブ、仮想研究環
境等に集中化することが考えられる。 

このリソースライブラリは、関連データ方針とガイドライ
ンとなる文書、書式、センターが作成したツールや見本を
含むだけでなく、外部組織の方針および指針、そのような
リソースへのリンクをも含むことができる。リソースはセ
ンターによって作られることもあり、特定の研究者または
プロジェクトによって利用された事例で良いものは他へ
の見本として利用可能であり、多くの人に知ってもらう価
値がある。 

リソースライブラリは組織内部で作成された文書と外部
機関の文書の両方を含むことができる。 

組織内で作成される文書としては、以下の様なものがある。 

・ 研究データおよび成果物の著作権に関する方針 
・ 組織的な IT データ管理と既存のバックアップ手順の方針 
・ データの共有に関する方針 
・ データの保持と破棄に関する方針 
・ ファイル名についての規則 
・ バージョン管理の方針 
・ 個々のプロジェクトのデータ一覧表 
・ データの共有を前提としたインフォームド・コンセントの書

式と説明文 
・ 倫理審査のために作成する書類の例 
・ データ匿名化ガイドライン 
・ インタビューの書き起こしに関する指針 

外部文書は以下のとおりである。 

・ 研究資金提供者が示すデータに関する方針 
・ 専門家の団体が定めた研究倫理指針 
・ 研究データに関する服務規程や職業上の基準 
・ 英国情報システム合同委員会が定めた情報公開と研究デー

タ：質問と回答（2010）39 
・ 1998 年データ保護法の指針 
・ 2004 年環境情報規則についての説明 
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データインベントリ 

研究センターはデータインベントリを作成して、センター
内のさまざまな研究者によって作成または取得されたす
べてのデータを追跡することができる。 

インベントリは、データの内容、データがどのように作成
されたか、どこで取得されたか、誰が所有しているのか、
誰が閲覧・利用・編集する権利を持っているのか、誰が管
理の責任を担っているのかを記録することができる。 

同時に、インベントリをデータ管理の道具として活用する
ことができる。研究開始段階からデータ管理について方針
を定め、研究遂行の過程において、定期的に内容を更新す
ることで、データ管理についての記録を残すことができる。
インベントリは、データの保管とバックアップの方針を記
録し、バージョンの更新について記録をとどめ、品質管理
の手順を記録することができる。データ管理は年に一度見
直すことができる。あるいは、プロジェクト進捗状況を確
認する会議の席上で研究内容の精査と同時にデータ管理
の方針を見直すことができる。 

インベントリは、データの共有を促進する上で有益である。
なぜならば、インベントリは、データの所有権およびデー
タ共有についての許諾を記録すると同時に、基本的なメタ
データを含むからである。インベントリは、研究の水準を
監督する目的で行われる研究成果物の記録と組み合わせ
ることが可能である。 

 

 

 
 
 
 
 

 データの管理と共有の戦略 
 

 

ESRC のセンターおよびプログラムは、そ
れぞれの研究データを管理および提供す
る契約上の責任を担っている。 

地域経済土地利用（Relu）プログラムは、
社会科学と自然科学の異なる分野にまたがる研究を実施し
ている。発足当時にプログラム固有のデータ管理方針を策定
し、複数の委員会を横断するデータ支援サービスを設立し
た。 

Relu のデータに関する方針は、公的資金の提供を受ける研究
データは貴重な長期的資源であり、Relu プログラム内部だけ
でなく、外においても有益なものであるという見解に基づい
ている。 

研究助成金の受領者は、研究実施期間中にデータを管理し、
研究終了後はそのデータを定評あるデータ・センターでアー
カイブできるようにする責任を負う。プロジェクト開始時に
データ管理計画を準備するならば、このデータ支援サービス
から積極的な助言と指導を受けることができ、有益である。

研究委員会は、結果として得られるデータの長期的保存と配
提供について責任を担う。 

第三セクター研究センター（TSRC）は、ESRC の資金
提供を受けたセンターで、主にバーミンガム大学とサウ
サンプトン大学により共同で運営されている。 

TSRC は、センター・マネージャーを雇用し、組織活動
全体を統括する。データ管理に関係する具体的な活動と
しては、研究倫理審査、インフォームド・コンセント、
データの再利用の準備等があげられる。 

センターには、副センター長、選ばれた研究員、センタ
ー・マネージャーで構成されるデータ管理委員会があ
り、センターの研究全体におけるデータ管理計画を考案
および執行する。管理スタッフは、トランスクリプトを
管理し、また、データの体系的整理を行うことで、デー
タ管理の遂行を支援する。 
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データ管理チェックリスト 
 

 データの収集、処理、確認、認証、検証に標準化された一貫性のある手順を使用しているか？ 

 構造化されているデータは使用している変数名、コード、略記の観点から一目瞭然であるか？ 

 データの意味する内容、どのようにデータが収集されたか、データ作成に使用された方法について、
どの記述および背景文書が説明することができるか？ 

 データ、記録、ファイルをどのように分類および体系化するか？ 

 標準テンプレートや入力フォームなど、どのようにデータの一覧作成、転写、体系化を行うかという
ことに一貫性を持たせるか？ 

 どのデータフォーマットを使用するのか？ フォーマットおよびソフトウェアは、特許または著作権
で保護されていないソフトウェアやオープンスタンダードベースのソフトウェアのように、データの
共有と長期的有効性を可能にするか？ 

 データのフォーマット変換を行うときに、データや内部メタデータに損失や変更がないか確認する
か？ 

 デジタルデータと非デジタルデータおよびコピーは安全で確実な場所に保持されているか？ 

 個人データや極秘データを安全に保管する必要があるか？ 

 データを携帯型装置で収集する場合、どのようにデータを伝送および保管するか？ 

 データが複数の場所に保持される場合、どのようにバージョン追跡を行うか？ 

 適切かつ定期的にファイルがバックアップされているか？ バックアップは安全に保管されている
か？ 

 データファイルのマスターバージョンがどれか理解しているか？ 

 データは機密または極秘情報を含んでいるか？ 含んでいる場合、データの共有についてデータを提
供してくれた回答者と話し合ったか？ 

 データを現在の研究を超えて共有することについて（書面による）同意を回答者から得ているか？ 

 研究中またはデータの共有準備段階で識別情報や個人データを除去するといったデータの匿名化が
必要か？ 

 データの著作権を誰が所有するかということを定めているか？ 共同所有権が存在する可能性がある
か？ 

 研究中および研究後はどのデータに誰がアクセスできるのか？ さまざまなアクセス制限が必要か？

 データ管理のどの部分の責任を誰が負うのか？ 

 データの管理に人員、時間、ハードウェアといった特別な資源が必要か？ 
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